
引取可能車両の引取希望者の募集について（有償）

川上ダム建設所で使用していた車両について、有償での引取希望者を募集します。

１．募 集 期 間 令和５年２月１５日（水）から令和５年２月２４日（金）正午まで

２．対象備品類 別紙１「車両内訳書」及び別紙２「現況写真」のとおり

３．注 意 事 項

（１）現状渡しとし、引渡し後の不具合、故障等の責任は一切負いません。

（２）対象車両の引取費用（陸送費用等）及び諸費用（名義変更手数料）は、引取者の負

担となります。

（３）引取りをご希望される場合は、希望引取額（消費税抜き）を明記の上、書面（参考

様式）にて郵送若しくはメール又はＦＡＸによりお申し出ください。機構にお支払い

いただく金額は、消費税を加算した額となります。

（４）希望引取額が当方の予定価格（非公表）を上回った者を引取りの相手方として決定

します。

（５）引取り希望者が複数となった場合は、希望引取額の高い者とし、同額の場合はくじ

引きにより決定します。

（６）引取り者の決定は令和５年３月１日（水）１３時までに行い、同日中に結果を通知

します。

（７）引取決定者は結果通知後、速やかに物品売払契約書を作成し機構へ提出するものと

する。

４．本件に関する問い合わせは下記までご連絡ください。

独立行政法人水資源機構 川上ダム建設所 経理課 石川

ＴＥＬ ０５９５－５２－３６９０

ＦＡＸ ０５９５－６３－８５９０

アドレス：nyukei_kawakami@water.go.jp



別紙１

基準日：

整理
番号

品名 規格 単位 数量
取得価格
（税抜）

残存価格
（税抜）

取得年月日
経過
年数

耐用
年数

引渡し
可能時期

1
トヨタ
　　コースター

乗車定員：25名
油種：軽油
ギア：５ＭＴ
装備：カーナビ無し、ＥＴＣ無し、
　　　バックモニター有り
　　　誤発進抑制機能無し
走行距離：67,518km(R4.12月末日)
不具合：冷房故障中
車検満了日：R5.3.27

台 1 9,897,300 989,730 H9.03.19 25 6 令和5年3月

車両内訳書
令和4年12月31日

1 ページ



車両写真（コースター）









参考様式
令和○○年○○月○○日

独立行政法人水資源機構分任契約職
　川上ダム建設所長　津久井　正明　殿

代表取締役　○○　○○

マイクロバス売払い

競争契約入札心得及び現場説明書承諾のうえ上記の金額により見積りいたします。

(注）１．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。
２．見積金額を記載した頭に￥又は金の文字を記入すること。
３．金額は、算用数字（アラビア数字）で記入すること。
４．宛名は見積依頼書の差出人宛（職名）とし、氏名は記載不要。
５．くじ用数字欄には、「０：ゼロ」から「９９９」の３桁の数字を記入すること。

円

くじ用数字

百百 千 十

件 名

○○○○○○○○○○

○○○○株式会社

十 万 千十 億 百

印

住 所

会 社 名

代 表 者 氏 名

見　　　積　　　書

※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）： ：

担当者（会社名・部署名・氏名）： ：

連絡先１ ： ：

連絡先2 ： ：
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物 品 売 払 契 約 書（案）

１ 売払物品名 マイクロバス

２ 数 量 １台

３ 代 金 ￥０，０００，０００．－ （内消費税額 ￥０００，０００．－）

４ 引 渡 場 所 三重県伊賀市阿保２１７１番地１２

独立行政法人水資源機構川上ダム建設所管理棟

５ 引渡し期限 代金納入後１０日以内

６ 契約保証金 免除

上記物品の売払いについて、売払人「独立行政法人水資源機構分任契約職川上ダム建設

所長」と買受人「○○○○○○」は次のとおり契約を締結し、信義に従って誠実にこれを

履行するものとする。

（代金の納付）

第１条 買受人は、売払代金を売払人の発行する納入請求書により、指定された納付期限

までに、売払人に納付するものとする。

（所有権の移転）

第２条 売払物品は、下見当時の現場有姿のままとし、その所有権は、買受人が代金を納

付し、かつ、名義変更等の手続きが完了したとき、売払人より買受人に移転するものと

する。

（売払物品の引渡し等）

第３条 買受人は、売払物品を引取ろうとするときは、あらかじめ、売払人にその旨を通

知しなければならない。

２ 売払物品の引渡しは、買受人が売払人に売払代金領収証書を提示の上、売払物品の受

領書と引替えに、当該売払物品の所在する場所において行うものとし、買受人は売払人

の立会いを得てこれをすみやかに引取る義務を負うものとする。

３ 買受人は、引取りに要する費用及び名義変更等の諸手続に要する費用等を負担するも

のとする。

４ 買受人が引取期限までに売払物品の引取りを完了しないときは、売払人が特に承認し

た場合を除き、売払人の都合により売払人が残存物件を処分することがあっても買受人

は異議の申立てができない。
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５ 前項の場合においては、買受人は残存物件相当額の返還、その他いかなる請求もでき

ない。

（権利義務の譲渡等）

第４条 買受人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、売払人の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。

（危険負担）

第５条 物品の所有権が、売払人から買受人に移転した時から売払物品の引渡しの時まで

において、売払人の責に帰することができない理由により当該売払物品が滅失又は毀損

した場合の損害は、すべて買受人が負担するものとする。

（瑕疵担保）

第６条 買受人は、契約締結後売払物品に数量の不足又は、隠れた瑕疵のあることを発見

しても、代金の減免若しくは損害賠償の請求、又は契約の解除をすることができない。

（引取期限の延長）

第７条 買受人は、天災その他の不可抗力、又はその他買受人の責めに帰すことができな

い理由により引取期限までに売払物品の取引を完了することができないときは、売払人

に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により引取期間の延長を求めることがで

きる。この場合における延長日数は、売払人と買受人とが協議して書面により定める。

（履行遅滞の場合における損害金等）

第８条 買受人の責めに帰する事由により、頭書の引取期限内に当該物品の引取を完了し

ないときは、売払人は、買受人からの書面による申し出により、遅滞金を徴収すること

を条件に引取期限の延長を承認することができる。

２ 前項に規定する遅滞金の額は、遅滞日数１日に付き頭書の代金額に対し年５パーセン

トの割合で計算した額とする。

３ 前項に規定する遅滞金及び第９条第２項による違約金の納付は、売払人が発行する納

入請求書により指定された期日までに納付しなければならない。

（談合等不正行為があった場合の違約金等）

第９条 買受人が、次に掲げる場合のいづれかに該当したときは、買受人は、売払人の請

求に基づき、契約金額（この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の

契約金額）の１０分の１に相当する額を違約金（損害賠償額の予定）として売払人の指

定する期間内に支払わなければならない。

一 この契約に関し、買受人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は買

受人が構成事業者である事業団体が独占禁止法第８条第１号の規定により違反したこ

とにより、公正取引委員会が買受人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止

法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以

下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付
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命令が独占禁止法第５１条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令

（これらの命令が買受人又は買受人が構成事業者である事業者団体（以下買受人等と

いう。）に対して行われたときは、買受人等に対する命令すべてが確定した場合にお

ける当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）におい

て、本契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行

としての事業活動があったとされたとき。

三 納付命令又は排除措置命令により、買受人等に独占禁止法第３条又は第８条第１号

の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取

引分野が示された場合において、本契約が当該期間（これらの命令に係る事件につい

て、公正取引委員会が買受人に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該

納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）

に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当

するものであるとき。

四 この契約に関し、買受人（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法

（明治４０年法律第４５号）第９６条の３又は独占禁止法第８９条第１項第１号若し

くは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。

２ 買受人が前項の違約金を売払人の指定する期間内に支払わないときは、買受人は、当

該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年５パーセントの割合で計

算した額の遅延利息を売払人に支払わなければならない。

（契約の解除）

第１０条 売払人は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することが

できる。

一 買受人が指定期限内に契約金額を納付しないとき。

二 買受人が引取期限内に売払物品の引取を開始しないとき。

三 買受人に本契約に関する義務履行の意思がないと認められたとき。

四 買受人が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等（買受人が個人である場合にはその者を、買受人が法人である場合にはそ

の役員又はその支店若しくは事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）

が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下

「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号におい

て「暴力団員」という。）であると認められるとき。

ロ 暴力団（暴力団対策法第２条第２項に規定する暴力団をいう。以下この号におい

て同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。



- 4 -

２ 買受人は前項の規定により契約が解除されたときは、契約金額の１０分の１に相当す

る額を違約金として売払人の指定した期限までに納付しなければならない。

３ 売払人は第１項の規定により契約を解除したときにおいて、買受人が納入した契約金

額があるときは、これを返還する。ただし、当該返還金に利息は付さない。

（返還金の相殺）

第１１条 売払人は、前条第３項の規定により代金を返還する場合において、買受人が違

約金又は損害金を売払人に支払うべき義務があるときは、返還する代金の全部又は一部

と相殺する。

（契約の締結に要する費用）

第１２条 この契約の締結及び履行に関する一切の費用は、すべて買受人の負担とする。

（専属的合意管轄）

第１３条 売払人及び買受人は、この契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、訴訟物

の価額に従い〔伊賀〕簡易裁判所又は〔津〕地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判

所とすることに合意する。

（契約外の事項）

第１４条 この契約に定めのない事項又はこの契約において疑義を生じた事項については

売払人と買受人が協議して定めるものとする。

上記契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 年 月 日

売払人 住 所 三重県伊賀市阿保２１７１番地１２

氏 名 独立行政法人水資源機構分任契約職

川上ダム建設所長 津久井 正明 印

買受人 住 所 ○○県○○市○○○○○○○○

氏 名 ○○○○○○所長 ○○ ○○ 印
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仕 様 書

１ 件名 マイクロバス売払い

２ 売払物品の内容

別紙１「車両内訳書」及び自動車検査証のとおり

３ 引渡しの条件等

（１）売払代金の納入

買受人は、売払代金を売払人が発行する納入請求書により、指定の期日までに指定

口座に納付すること。なお、納入期限は契約締結後１０日以内とする。

（２）所有権の移転等

①名義変更等の手続（所有者変更、登録番号変更、車庫証明、自動車税、自賠責保険

等）は、買受人が行うこととする。

②売払人は、売払代金の納付を確認後、買受人が実施する名義変更等の手続に必要な

書類を交付するものとする。

③買受人は、契約締結日から令和５年３月３１日までに名義変更等の手続を完了させ

ること。

④買受人は、名義変更等の手続の完了後、当該変更手続の完了を証明する書類（車検

証の写し等）を売払人に提出すること。

⑤売払物品の引渡しは、引渡し場所において行うものとする。なお、売払物品の引取

期限は、売払代金納入後１０日以内とする。

⑥名義変更等の手続及び引渡しに要する全ての費用は買受人の負担とする。

⑦売払物品は現状渡しとし、引渡し後の不調、故障及び損傷等についての補償は一切

行わないものとする。

（３）引渡し場所

三重県伊賀市阿保２１７１番地１２

独立行政法人水資源機構川上ダム建設所管理棟

なお、買受人の引渡し場所が上記から３０分以内の距離にある場合にあっては、売

払人と買受人において、契約締結後に協議の上、決定するものとする。

以上



別紙１

基準日：

整理
番号

品名 規格 単位 数量
取得価格
（税抜）

残存価格
（税抜）

取得年月日
経過
年数

耐用
年数

引渡し
可能時期

1
トヨタ
　　コースター

乗車定員：25名
油種：軽油
ギア：５ＭＴ
装備：カーナビ無し、ＥＴＣ無し、
　　　バックモニター有り
　　　誤発進抑制機能無し
走行距離：67,518km(R4.12月末日)
不具合：冷房故障中
車検満了日：R5.3.27

台 1 9,897,300 989,730 H9.03.19 25 6 令和5年3月

車両内訳書
令和4年12月31日

1 ページ





別紙

独立行政法人水資源機構財産管理職
川上ダム建設所長 殿

（買受人）
住所
氏名 印

１．引取り物品

２．受領日 令和５年３月　　日
以　上

1 トヨタ　コースター

車両番号：三重22す2081
車体番号：RX4JFA50052
型名：KC-RX4JFAT
乗車定員：25名
油種：軽油

台 1

以下余白

備考

令和５年３月　　日

物品受領書

　下記のとおり、引取りを希望し、同品を受領しました。
　なお、引取り後に不具合、故障等が発生した場合においても、貴殿に対し一切の申し立てはい
たしません。

整理
番号 品名 規格 単位 数量


